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１．パブリックコメント実施概要 

（１）実施スケジュール 

 平成２５年２月１日 

パブリックコメント実施の周知（広報おうめ２月１日号、青梅市ホームページ） 

 平成２５年２月１～１８日 

資料閲覧、意見募集 

 平成２５年２月１８日 

意見提出締め切り 

（２）応募対象 

 市内在住、在勤、在学の方 

 市内に事務所または事業所を有する方 

 当該案件に直接的な利害関係を有する方 

（３）資料閲覧 

 青梅市ホームページ 

 青梅市役所（4階企画部企画調整課窓口、2階行政情報コーナー） 

 各市民センター（11ヶ所） 

 中央図書館 

（４）意見提出方法 

 直接持参 

 郵便 

 ファクシミリ 

 電子メール 

（５）市民向け資料 

パブリックコメント用の閲覧資料は、本編と概要編の２編を提示した。 
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（６）パブリックコメント実施結果 

いただいた意見は以下のとおり整理した結果、意見提出者数48名、意見数112件であった。 

表 パブリックコメント実施結果 

意見の分類 件数 

① 素案に関する意見 73

A-1 バス利用案内の作成 4

A-2 モビリティ・マネジメント 1

A-3 乗継施策 3

B-1 市街地部の公共交通空白地域の解消 

1）サイクル＆バスライド 2

2）河辺・河辺下地区 6

3）根ヶ布・黒沢地区 5

4）その他地域 8

5）その他 2

B-2 多様な主体による新たな交通に対する支援策 

1）制度 3

2）新たな交通 29

C-1 路線バスの新たな公的支援制度 9

D-1 利用状況や路線形態からみた既存路線の見直し 1

② サービス改善に関する意見 20

1）中心市街地 7

2）小曾木・成木地区 5

3）その他 8

③ 取り組み方に関する意見 18

1）パブリックコメント 5

2）協議会運営 6

3）今後の進め方 7

④ その他 1

合計 112
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２．青梅市公共交通基本計画（素案）に対する意見と考え方 

以下に、各項目に対する代表的な意見とそれに対する考え方を示す。 

①素案に関する意見 

Ａ－１ バス利用案内の作成 （4件） 

意見要旨 考え方 

停留所ごとの時刻表やバス利用案内を、地元

住民と協働で作成・配布すれば、市民も公共交

通を育てる意識に変わるのでは。 
「バス利用案内」の作成にあたっては、御意見

を踏まえて進めてまいります。 
公共交通の全体の状況わかる地図や時刻表が

あると良い。 

Ａ－２ モビリティ・マネジメント （1件） 

意見要旨 考え方 

「モビリティ・マネジメント」について、具体的なス

ケジュールや配布物件などを明らかにしてほし

い。 

モビリティ・マネジメントの実施にあたり、青梅市

公共交通協議会で御議論をいただき定めてま

いります。 

Ａ－３ 乗継施策 （3件） 

意見要旨 考え方 

バスの運行状況は、携帯電話等で確認できるよ

うになっているが、高齢者がそれを活用できる

かわからないので、バス停に運行状況を表示さ

せるシステムを整備していくべき。 
御提案につきましては、交通事業者に要望し

てまいります。乗継抵抗については、記載を

追加（P126）いたしました。「乗継施策」について、乗継抵抗とは具体的に

は何か、乗継移動のチェック箇所は改善してい

くのか。 

Ｂ－１ 市街地部の公共交通空白地域の解消 

１）サイクル＆バスライド （2件）

意見要旨 考え方 

サイクル＆バスライドは、特に今井一丁目は坂

道が多く、高齢者や体の弱い人にはつらいので

再考してほしい。 

サイクル＆バスライドは、バス停まで遠い方を対

象に、少しでもバスを利用しやすくするための

補助手段として考えています。実施にあたって

は、地域の方の御意見等を伺いながら進めて

まいります。 
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２）河辺・河辺下地区 （6件） 

意見要旨 考え方 

河辺地区や河辺下地区の公共交通空白地域

の改善に取り組んでほしい。 
河辺地区や河辺下地区の公共交通空白地域

につきましては、新規路線の開設などを交通事

業者に要望するとともに、道路環境の整備を進

めてまいります。 

河辺地区でも不便なところがある。利用しやす

い方法を住民のために作ってほしい。 

河辺下地区の公共交通空白地域の改善に取り

組んでほしい。高齢になって足腰が弱り、河辺

下から河辺駅まで 30 分以上かかる。小売商店

もなくなり、買物難民になるおそれがある。 

３）根ヶ布・黒沢地区 （5件）

意見要旨 考え方 

青梅市は地形の高低差があり、根ヶ布二丁目

の高台に行くのに大変苦労しているため、交通

手段の導入が望まれる。 

新たな交通の導入に関しては、「多様な主体に

よる新たな交通に対する支援策」として検討制

度を創設し、その制度を用いて対応を考えてい

ます。 

黒沢二・三丁目はバス停や駅まで遠く、起伏も

あり、高齢者は徒歩や自転車では厳しいため、

バスを運行してほしい。 

４）その他地域 （8件）

意見要旨 考え方 

青梅より奥多摩側は、青梅線の本数を増やす

か、バスを通してほしい。 

公共交通空白地域の図は、水平距離で描いた

ものであり、公共交通サービス圏に含まれてい

ても、実際は高低差等により利用しにくい地域

もあると考えられることから、記載を追加（P103・

104）いたしました。また、新たな交通の導入に

関しては、「Ｂ－２多様な主体による新たな交通

に対する支援策」を構築し、対応を図る考えで

す。 

二俣尾は駅までは坂がきついため、バスを通し

てほしい。 

天ヶ瀬町は青梅街道より下にあり、上り坂がきつ

く、買物難民になっている。 

５）その他 （2件）

意見要旨 考え方 

道路の狭いところにも、必要な地域には路線を

作るべき。 

地域特性を踏まえ、検討を行ってまいります。

なお、新たな交通の導入に関しては、「Ｂ－２多

様な主体による新たな交通に対する支援策」を

構築し、対応を図る考えです。 
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Ｂ－２ 多様な主体による新たな交通に対する支援策 

１）制度 （3件）

意見要旨 考え方 

多様な主体による新たな交通に対する支援策

について、既存の公共交通と競合しないことと

か、住民が主体的に取り組むことといった制限

はなくすべき。 

既存バス路線と競合することは同様のサービス

が存在し、二重投資となることや、既存バス路

線の利用者を奪うことで各路線の収支が悪化

し、衰退を招く恐れがあることから、一定の制限

は必要と考えます。また、地域をよく知る住民が

中心となって行政等と協働して取り組んでいき

たいと考えております。 

２）新たな交通 （29件） 

意見要旨 考え方 

コミバスやデマンドバスなどを導入し、交通不便

地域の市民の解消を図るべきである。 
高齢者の外出支援の必要性は認識していま

す。新たな交通の導入に関しては、「Ｂ－２多様

な主体による新たな交通に対する支援策」を構

築し、対応を図る考えです。 

コミュニティバス等の導入により、公共交通空白

地域の解消や高齢者の生活支援が望まれる。 

大型路線バスではなく、小型マイクロバスを導

入し、本数の増加、乗車率の改善を図ってほし

い。 

Ｃ－１ 路線バスの新たな公的支援制度 （9件） 

意見要旨 考え方 

公共負担の減額を働きかけることが必要。 

交通事業者の経営努力を正当に評価する新た

な公的支援制度を構築してまいります。 

多額の公的な財政支援が公共交通には欠かせ

ないが、事業者にもまだまだ変えるべき姿勢が

あります。その上で、金額の多寡でない内容の

観点からの公的支援を考えるべき。 

現在の梅 70 に対する公共負担は、利用状況と

負担額が見合っていないと思われるので、見直

しが必要。 

Ｄ－１ 利用状況や路線形態からみた既存路線の見直し （1件） 

意見要旨 考え方 

利用が少ない平均乗車密度 4人以下の系統

は改善した方がよい。 

地域住民や交通事業者など関係者と協議し、

改善対策を講じてまいります。また、新たな公

的支援制度を適用し評価・検証を行ってまいり

ます。 
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②サービス改善に関する意見 

１）中心市街地 （7件） 

意見要旨 考え方 

今後高齢になって車が使えなくなったら、市の

イベント等の社会参加が困難になることから、中

心市街地の主要施設をまわる路線を運行して

ほしい。 
交通事業者に要望を伝達いたします。 

千ヶ瀬バイパスを通り、中心市街地の主要施設

を循環するバスを運行してほしい。 

梅 77 乙は、内回り・外回りが偏っていることと、

河 13 との連絡を検討してほしい。 

２）小曾木・成木地区 （5件） 

意見要旨 考え方 

小曾木地区の発車時刻が近接するダイヤにつ

いて、改善が図られたと記述されているが、まだ

改善されていない部分も残されている。 

御意見を踏まえ、ダイヤ編成にあたっては、交

通事業者に引き続き配慮されるよう要望してま

いります。また、記載についても修正（P107）い

たしました。見直しは地域住民や交通事業者な

ど関係者と協議し、改善対策を講じてまいりま

す。 

利用者が少ない小曾木・成木地区の路線は見

直しが必要。 

３）その他 （8件） 

意見要旨 考え方 

定時性の確保に事業者は努力すべき。 

交通事業者に要望を伝達いたします。 

青梅駅にはたくさんバスが来るように見えるが、

１時間に１本しかない路線もあるので、バスを小

さくして本数を増やしてほしい。 

電気バスを部分的なルートでもいいので走らせ

てください。 
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③取り組み方に関する意見 

１）パブリックコメント （5件） 

意見要旨 考え方 

パブリックコメントは、市民がわかりやすい資料

を誰もが手にできるようにして、十分な期間と配

慮がほしい。 
資料の閲覧場所は 14 か所設定いたしまし

た。また、パブリックコメントの実施は、「青梅市

パブリックコメントに関する指針」（平成 21 年 4

月 1 日施行）に沿って行っております。 

パブリックコメントは、高齢者にもわかりやすく、

ホームページ以外でも資料を閲覧できるように

する必要がある。 

２）協議会運営 （6件） 

意見要旨 考え方 

本協議会の内容はホームページで公表されて

いるが、ホームページを見られない市民には、

印刷して交付してほしい。 

青梅市公共交通協議会の資料については、

事務局（企画調整課）にて閲覧が可能です。

また、協議会は存続するので幅広い観点から

御議論をいただいてまいります。 

公共交通協議会では、高齢化社会を見据えた

議論、公共施設へのアクセスを高める議論、市

街地活性化の議論があまり見当たりません。 

３）今後の進め方 （7件） 

意見要旨 考え方 

路線バス業界は、各事業者毎の運行エリアの

縄張り意識が強すぎるので、行政が調整役にな

って「良き路線バス社会実現」のため、イニシア

チブをとって欲しい。 

市民や交通事業者など関係者と協力・連携を

図り、公共交通計画を推進してまいります。 

公共交通計画を絵に描いた餅にしないで具体

的に実現していただきたい。 

④その他 （1件） 

道路改良の要望 
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３．パブリックコメント等意見の反映 
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